
 

 

 

 

 

広資料第２７号の訂正について 

 

 令和５年５月１９日付広資料第２７号「市民レストランの営業開始について」

について、内容に一部誤りがありましたので下記のとおり訂正させていただきま

す。 

 

記 

 

訂正箇所：営業日時等の内容 

項 目 正 誤 

営業日時等 
午前１０時３０分から午後４時

まで 

午前１０時から午後４時まで 
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